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スチュワードシッブ概念と歴史的原価主義

榊 原 英 夫

はじめに

会計理論は，様々な観点から分類されるであろうけれども，その結論が会計

実務において現に行なわれている会計方法を肯定するものであるか，否定する

ものであるかといった観点から次のような二つのタイプに大別できると考えら

れる O 一つは，会計実務において現に行なわれている会計方法を，何らかの論

理に基づいて擁護し，それを準拠すべき会計方法として提起する理論であるO

もう一つは，それを何らかの論理に基づいて批判し，会計実務において準拠す

べき別の会計方法を提起する理論である O

前者の理論は，①現行会計実務の根底に内在すると考えられる基礎的概念

(たとえば，継続企業概念，スチュワードシップ概念，客観性概念〉あるいは

②現行会計実務が現に果たしていると考えられる基本的会計機能(たとえば，

利害調整機能，分配可能利益算定機能〉のいずれかに基礎を置いているO 後者

の理論は，一般に，あるべき会計目的を設定し，その目的から演縛される会計

方法を準拠すべき会計方法として提起するO 本論文の目的は，前者の理論のう

ちスチュワードシップ概念に基づいて現行会計実務の中核である歴史的原価主

義を擁護する議論を検討することであるO

日 スチュワードシップ概念に関する諸見解

財務会計ないし財務諸表の機能は， スチュワードシップ責任(stewardship 

responsibility)に関する報告にあるとしばしば言われている。しかしながら，
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スチュワードシップ責任の意味内容に関する理解は論者により異なっている O

本論文の目的は「スチュワ{ドシップ概念に基づいて歴史的原価主義を擁護す

る議論を検討すること」にあるから，その意味内容を明確にすることがまず必

要であると考えられる。それ故，ここでは，スチュワードシップ責任の意味内

容をいくつかのタイプに分類している論者の見解を参考にして，その意、味内容

を整理してみる。ポール・ローゼンフィールド((18)，p. 123)は「スチュワ

ードシップ責任として財務諸表において報告される責任に関する見解は多様で

あるりと述べたあと，スチュワードシッフ。責任を次の四つに分類しているO

① 現金または資金を物理的に保全する責任

② 資産の利用にたいするいかなる基準も設けることなく，単に資産を利用

する責任

① 効率的，経済的または効果的に資産を利用する責任

④ 資産を保全する責任だけではなく，スチュワードが達成することを期待

されている目標に向かつて前進する責任

また，ピーター・パード ((5)，pp. 9-10) は，スチュワードに期待されて

いる内容を次のように三つに分類している。

① 銀行や公共倉庫業と同様，価値ある品目を保全のためにのみ保有するこ

と

② スチュワードに任かされた品目についてとるべき行為および期待される

結果が，十分特定化されている状況の下で，それを利用すること

① 投下された財以上の財を払い戻すこと(ただし，この場合，いかなる業

績水準をスチュワードに期待すべきかは，あらかじめ特定できない〉

また，アメリカ会計学会の基礎的会計理論報告書 ((2)，pp. 25-26， (訳〉

39頁〉は， 1"ある人が他の人に資源を委託することによって社会のなかにきわ

めてさまざまな関係が成立する。」と述べたあと， スチュワードシップ関係を

次の三つに分類している O

① 特定の資産をそっくりそのまま返却する単なる管理保全 (custodianship)
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の関係

② 贈与者が物による返還は期待しないがその用途と効率について報告する

ことを要求するような贈与者と受贈与者の関係

③ これら両端の聞に債権者または所有者が利益を得ることを目的として行

なう資金の投資がある。

以上述べてきたスチュワードシップ責任に関する諸見解から明らかなよう

に，その意味内容は各々のスチュワードの性格いかんにより異なるものであ

る。しかしながら，スチュワードシップ責任は，基本的には，委託者のための

受託者による業務遂行責任として理解できるO また，資本の受託者としての経

営者を念頭に置いた場合，スチュワードシップ責任は次に示すような二つの相

異なる意味内容を持つものと理解できるO

(1) 受託資本の管理保全責任

(剖 利益を追求するという目標を達成するために，受託資本を効率的に運用

する責任

スチュワードシップ責任の意味内容を(1)，(2)のどちらと解釈すべきである

か，ここにスチュワードシップ概念に基づく歴史的原価主義擁護論を検討する

さいの一つの問題点があると考えられる。また，経営者がスチュワードシップ

責任を負うのは，基本的には資本を委託した人々つまり株主ないし債権者にた

いしてであると考えられるので，財務会計ないし財務諸表の機能をスチュワー

ドシップ責任に関する報告に求めるかぎり，経営者は株主ないし債権者にたい

してのみアカウンタピリティを負うものと考えられる。しかしながら，今日の

(1) 高宮教授((19)，102頁)が Iaccountabilityの用語は，米国においても明確なー

義的な規定を欠いている用語の一つであるJと述べていることからも明らかなよう

に，アカウンタビリティという用語も論者により様々な意味内容を与えられている。

しかしながら，その意味内容は，一般に，次の二つに大別できると考えられる。①

responsibilityに対する履行責任，② responsibilityの遂行の結果についての報告・

説明責任，本論文では②の意味で用いている。

アカウンタピリティを①の意味に解釈して，ルイス・ A・アレン((1)p. 120 (訳)
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経営者は，株主や債権者にたいしてだけではなく，一般投資家など企業を取り

まく様々な利営関係者にたいしてもそれぞれに応じた内容のアカウンタピリテ

ィを負うべきであるとの見解がみられる。ここに，スチュワードシップ概念、に

基づく歴史的原価主義擁護論を検討するさいのもう一つの問題点があると考え

られる。これらの問題については， (町〕において考察することとし， ここで

はスチュワードシップ責任の意味内容を明らかにすることにとど、めた。

田 スチュワードシップ概念に基づく歴史的原価主義擁護論

財務会計ないし財務諸表の機能がスチュワードシヅプ責任に関する報告にあ

るとの観点から，歴史的原価主義を主張する論者がし、ることがしばしば指摘さ

れている O たとえば， ローゼンフィールド((18)，p. 124)は， iスチュワー

ドシップに関する報告書としての財務諸表の機能が，財務諸表の作成にさいし

て特定の会計基準を必要とすることを指摘している論者がし、るO 通常，引き合

いに出される基準は歴史的原価である。」と述べている O また， ロバート・ T.

スプローズ ((21)， p. 67)は， “スチュワードシップ"という見出しの下で，

「会計問題についての現在の議論においても，依然として『スチュワードシッ

プ会計』とか， wスチュワードシップの報告書』としての財務諸表とかへの言

及がしばしば見い出されるO スチュワードシップ概念は，しばしば歴史的原価

182頁〉は 1accountabilityとは指示された基準に従って責任事項 (responsibility)

を遂行し権限を行使する義務(obiligation)Jであると述べている。また，久野教授

((14コ20頁〉は， 1狭義のアカウンタビリティは，設定された責任 (r白 ponsibility)
に対する履行責任ということになろう。」と述べている。他方， アカウンタピリティ

を②の意味に解釈して熊野氏((13)186頁)は 1accountabilityはある行為の結果

またはその経過について他人に説明をする義務を意味している。 responsibili tyは行

為そのものに着目しているが， accountabilityは行為の結果を報告し説明するという

ことに重点をおいている。Jと述べている。また， コーラー会計学辞典((12コp.6 
(訳)6頁〉によれば， accountabilityは 11.従業員，代理人， またはその他の人

が，委ねられた権限に従って行なった行為，または行なわなかったことについて，多

くの場合定期的に，十分な報告書を提出する義務。」であると定義されている。
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による報告を強調するために主張される。」と述べている。しかしながら，ス

チュワードシップ概念に基づいて歴史的原価主義を擁護する議論は，これまで

のところ必ずしも明確に説明されてきていなし、。そこで，ここではかかる議論

を具体的に説明している幾人かの論者の見解を手掛りにして，スチュワードシ

ップ概念に基づく歴史的原価主義擁護論を分析してみるo R. F・サルモン

ソン ((20)，p. 113， (訳)136-137頁〉はかかる議論を次のように説明してい

る。

「歴史的原価は，価値の近似値であるという理由では，ふつう支持されな

い。会計の主要な目的は，株主にたいし会社経営者の受託責任を報告すること

にある O そして，正しく作成された受託責任にかんする報告書は，株主の投資

を諸資源に投下または体化されているとおりに示しこのような投下および体

化を外部者へと実体のなかを通して流れるとおりに跡づけるものである。この

ような意味で会計人は資源の価値よりむしろそれに体化された投下資本または

原価を対象とすべきであるといわれる。」

また，アーサー・ L・トーマス ((23)，p. 31)は， I財産管理者と財産所有者

との受託関係(fiduciaryrelation)には，管理者からスチュワードシップにつ

いての会計を入手するとし寸財産所有者の権利が内在している。」とのジャコ

フ・ G~ パーンベルグとニコラス・ドパッチ ((6) ， p. 56)の見解を引用したあ

とで，スチュワードシヅプ概念に基づいて歴史的原価主義を擁護しようとする

議論を次のように説明している O

「財務会計の基本的目的は，かかる会計〈スチュワードシップについての会

計〉を提供することであり，この会計は投資家が委託した金額についてなされ

るべきであり，したがって，その金額は未実現増価ではなく，歴史的原価で表

わされると主張されうる。それ故，未実現増価(または，そのことについて

『価値』を扱わねばならない他の何か〉は，会計の主要な目的に不適切であろ

う。」

また， レイモンド・ J・チェンパース ((7)，p. 31)によれば，財務諸表の
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機能の一つが経営者のスチュワードシップについての報告にあるとの観点か

ら，歴史的原価主義を擁護する見解は次のように説明されている。

「年次財務諸表の機能の一つは，経営活動と企業資金とを管理している経営

者のスチュワードシップについての説明を与えることであると長い間主張され

てきた。これをきわめて狭く解釈する人々がし、る O 彼らの主張によれば，経営

者は株主(それに多分債権者〉が拠出した資金を説明しなければならない。...

…経営者は株主が拠出した金額を使用するO 経営者がこのお金をどのように使

ったかは，会社が購入したものとそれらの購入価格についての報告書により与

えられるであろう。この理由で，購入価格〈つまり，原始原価〉の使用が期末

における貸借対照表数値の適切な基準であると主張される。」

以上述べた諸見解から，スチュワードシップ概念に基づく歴史的原価主義擁

護論は，次のように要約できると考えられるO

(1) 財務会計ないし財務諸表の機能は，主として株主にたいして，経営者の

スチュワードシップ責任について報告することである O

(剖 スチュワードシップ責任についての報告の意味内容は，経営者が受託資

本をどのように運用したかの顛末を説明することであると解釈すべきであ

る。

(3) 麗史的原価は，経営者が受託資本をどのように連用したかの顛末を説明

するに適している。

この擁護論の論理プロセスのうち， (1)の主張は， r今日の企業における経営

(2) 片野教授 ((11)817-818頁〉も「会計がになっている最も基本的な職能は，財産

の保全および運用に対する会計主体の会計責任の設定からその解除にいたる過程を

明らかにすることである。」との観点から，歴史的原価主義の論拠を次のように述べ

ている。 I企業会計では，その対象とする財産の保全およひ、運用に関する企業6答許
責任の設定からその解除にし、たる過程を明らかにするためには，当該財産が当該企業

の管轄に入ったその時の価値を客観的に表現する取引価格をもって計上することが理

論上要求されるのである。これが，継続企業の会計上屋足前副iあるいほン道三日資fr1IT卜
オリヲナル・コスト

もしくは原初原価と称せられるものである。J
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者のスチュワードシップ責任には，主として株主にたいするスチュワードシッ

プ責任についてのアカウンタピリティ(会計報告責任〉が必然的に伴うもので

ある。」との考えに基づいていると考えられる。また， スチュワードシップ責

任についての報告の意味内容を(2)のように解釈すべきであるとの主張には，ス

チュワードシップ責任についての特定の解釈，つまり「スチュワードシップ責

任は，受託資本を管理保全する責任である」との解釈が暗黙の前提となってい

ると考えられる。そして， この前提から， (却の主張は，次のようにして導き出

されると考えられる O

① 「スチュワードシップ責任は，受託資本を管理保全する責任である」と

の前提から，スチュワードシップ責任についての報告は，受託資本の管理

保全責任についての報告であるとの主張が導かれる。

② 受託資本の管理保全責任についての報告は，受託資本がどのように運用

されたかの顛末を説明することにより果たされると考えられるので，スチ

ュワードシップ責任についての報告は，受託資本がどのように運用された

かの顛末を説明することを意味すると主張される。

さて，財務諸表の機能をこのような意味内容をもっスチュワードシップ責任

についての報告と解釈する場合，貸借対照表は受託資本を経営者がどのように

運用したかを表わすものと解釈できるので，その性格は容易に理解できるO し

かしながら，損益計算書の性格はどのように解釈すべきであろうか。この点に

ついてスプローズ ((21)， p. 67)は次のように説明しているO

「スチュワードシップ概念の下では，損益計算書における収益は，実際に顧

客から受けとった現金または現金等価物を表わす。それ故，それらは新しいス

チュワードシップ責任を表わす。……損益計算書における控除項目は，スチュ

ワードシヅプの解除つまり経営者がもはや会計責任を負わないであろう金額を

表わす。スチュワードシップ会計の下では，損益計算書における最終的な数値

は，スチュワードが新たに負った責任と彼が現在それから解除された責任との

対応から生じる単なる差額であるO それはスチュワードシップにおける純増加
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あるいは純減少である。」

要するに，スチュワードシップ概念に基づく歴史的原価主義擁論は， CllJ 

で述べた二つのスチュワードシップ責任の意味内容のうち「受託資本を管理保

全するとの責任概念」に基づいている。また，このようなスチュワードシップ

概念の下での財務諸表は，企業の財政状態とか経営成績を表示しようとするも

のではなし経営者がスチュワードシップ責任(受託資本の管理保全責任〉を

どのように果たしたかを表示するものであると説明されている。

W スチュワードシップ概念に基づく歴史的原価主義擁護論に

対する批判

前節で論じた擁護論に対して，二つの批判点が考えられる O 第一の批判は，

擁護論が「財務会計ないし財務諸表の機能は，主として株主にたいして，経営

者のスチュワードシップ責任について報告することである。」ことを前提とし

ている点に向けられるO つまり，財務会計ないし財務諸表の機能は，従来，主

として株主にたいして，経営者のスチュワードシップ責任について報告するこ

とであると考えられていたけれども，今日の企業および、経営者の責任を考えた

場合，財務諸表の機能は，企業を取りまく様々な利害関係者にたいして，有用

な情報を提供するといった機能へと変化したと考えるべきであるとの批判が提

起されているO かかる批判は次に示すC・A・モイヤー((17)，p. 427， (訳〉

190-191頁〉の見解に適確に示されている。

「公表財務諸表および諸報告書は，株主のために経営者によって作成される

ものと考えられ，経営者によるスチュワードシップの会計を表示している O 少

なくとも初期の公表報告書はすべて株主のために作成されたものであったし

近年の報告書もほとんどすべて株主のために作成されている O しかし経営者

や株主以外に，財務諸表および報告書に非常な関心をよせている多くのものが

いるということはますます明白となってきている。従業員，銀行，社債権者お

よびその他の債権者，政府機関，同業者，および一般大衆も，それぞれにとっ
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て有益かつ重要な d情報をうるために，財務諸表を検討している。ある会社は，

その報告書を率直に株主，従業員，および一般大衆にあてて作成し，それらを

欲するものすべてに配布したO これらいろいろの関係者が相異なる利益関係を

もっているとしづ事実を一般に認めれば，今日の財務諸表が多くの目的に役だ

たなければならないということは理解されよう。」

また， ドワイト・ R・ラッド((15)，pp-12-13 (訳)15頁〉も同主旨の批

判を次のように指摘している O

「かつてはそうであったにしても，今日では，株主の利害は筆頭のものでは

なくなり，せいぜ、い全体としての構成員，あるいは一般大衆の利害と肩を並べ

る程度のものにすぎないのである。会社の経営者は，株主以外の多くの人々に

も責任を負っているのであるから“経営者受託責任の結果"に関する会計報

告書も，株主だけに対する報告書ではなしそれ以上のものであると考えるべ

きである。」

また，ウォーター・ F・フレーズとロパート・ K・マッツ ((9)，p. 8)は，

スチュワードシップの報告とし、う財務諸表の古い目的から新しい目的への移行

を支持している多くの論者がし、ることを次のように述べているO

「また，伝統的見解によれば，財務諸表は経営者によるスチュワードシップ

報告書を表わす。その中で，経営者は会社の所有者により彼に委託された財の

利用を報告するO したがって，この報告書は，スチュワードシップが適切に果

たされてきたかどうかを決定するための基礎として利用されてきた。……しか

し，財務諸表の目的に関する新しい見解が支持を得てきている。財務諸表の主

要な目的は，株主，分析家および他の人々が会社の財務についての将来を予測

できるようにすることであると述べている多くの論者がし、る。」

この第一の批判の妥当性は，結局のところ経営者のアカウンタピリティ概念

をどのように解釈すべきかにかかってくると考えられる。つまり，この問題は，

経営者のアカウ γタピリティを“資本の委託者にたいするスチュワードシップ

責任に関するアカウンタピリティ"と解釈すべきか，“企業を取りまく様々な利



害関係者にたいする経営者責任に関するアカウンタピリティ"と解釈すべきか

にかかっている O たしかに，今日の大企業の社会的責任を考えれば，経営者は

単に株主にたし、して責任を負うだけではなく，様々な利害関係者にたし、して社

会的責任を負うべきである。まさしく， ロジタ・ S・チェン ((8)，p. 539)が

述べているように，今日の経営者は「公のスチュワード」となっている O この

点について異議を唱える論者はおそらくいないであろう。しかしながら，経営

者が様々な利害関係者にたいして社会的責任を負うべきであるとの観点から，

ただちに，経営者はそれらにたいしてアカウンタピリティを負うべきであり，

したがって，財務諸表はそれに応じた機能を果たすべきであると結論づける必

然的な論理は存在しないと考えられる O また，経営者が様々な利害関係者にた

いして社会的責任を負うにいたったことは，株主にたし、する経営者のスチュワ

ードシップ責任が免責されたことを意味しない。

(3) チェン ((8) p. 539)は経営者の責任について次のように述べている。「企業の所

有は高度に分散し，その支配権は分散した所有主から経営者に移転する。経営者は単

に所有主のスチュワードとなるだけではなく，従業員，顧客，社会全体のスチュワー

ドとなる。短言すれば，それは公のスチュワードである。公のスチュワードとして，

経営者は特定の集団の利益追求だけに責任を有しない。むしろ，経営者は社会的目標

を達成する責任を有している。」

(4) 第三十三回日本会計研究学会において，上村教授((10)151-152頁〉は，企業の

社会的責任の拡大といった観点から情報公開の拡大を提起した若杉教授にたいするコ

メントの中で，企業の社会的責任とアカウンタピリティとの関連について次のような

問題を提起している。 I企業の社会的責任拡大の観点から情報公開の拡張を意図され

る教授の構想は意欲的なものであり，拡張の方向性においては私も同感を禁じえない

ものである。しかしこうした構想を説得的なものたらしめ，現実の企業会計をして

この方向に向わしめるためには，企業活動が環境社会にインパクトを及ぼすというこ

とだけでは不十分であり， とくに会計学の立場からは，例えば，企業活動がし、わば

public capitalをも利用するものであるので，それに対する持分を有する社会ないし

各種利害関係者に対して企業は，いわば publicaccountabilityを当然に果たすべき

関係にあるといった，社会的責任の拡大に関する具体的かつ積極的な論理が明らかに

されるべきでなし、か。」

(5) 山桝教授 ((25)75頁)は，株主にたし、する責任はむしろ重視されているとして，
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さらに，経営者のスチュワードシップ責任に関する報告こそが，財務諸表の

基本的目的であるとの主張が，現実には依然、として根強く残っている。この点

に関して，財務会計基準審議会 (FA S B)の会長であるマーシャル・ S・ア

ームストロング (C心， p.26)は「経済的意思決定のための有用な情報を提供す

べし」との財務諸表の基本的目的の採用に賛成したのは， FASBの概念委員

会の最初の討論資料にたいする返答のうち37%にすぎなかったことを指摘する

と同時に， Iそのような目的に反対する人々は，会社の資産についての経営者

のスチュワードシップに関する報告こそ財務諸表の基本的目的であり，利用者

の情報ニーズは，副次的重要性しかもたないとしづ立場を一般にとっている。」

と述べている。

以上述べた観点から，この第一の批判は，擁護論にたいする決定的な批判に

なるとは考えられない。

第二の批判は，擁護論がスチュワードシップ責任を単なる管理保全 (custo-

dianship)責任と解釈している点に向けられる O つまり，今日の経営者のスチ

ュワードシップ責任は，単に受託資本を管理保全することから，利益追求とい

う経営目標を達成するために資本を効率的に運用することへと変化している。

したがって，スチュワードシップ責任についての報告内容も，当然，それに応

じて変化すべきである O 別言すれば，財務会計ないし財務諸表の機能は，利益

追求という目標をど、の程度達成したかを評価するに有用な情報を提供すること

次のように述べている。 1..・H ・このアメリカの財務会計におけるかぎりは，なにより

もまず，その対株主的使命こそが重視され，企業そのものにたいして何等かの意味で

利害関係をもっこれらの諸勢力と，企業からその会計報告をうけとるべき直接にして

当然の権利を有する企業『会計』の利害関係者とは，一応これをわけでかんがえ，会

計報告の対象として，とくに株主を重視し， !rアカウンティング』も『レポーティン

グ』も，根本的には，株主の委託をうけた，いわゆる代理人としての企業が，委託者

たる株主にたいしてその受託責任を果たすための『アカウンタピリティーj)CAccou-

ntability)の用具であることを強調する動きが，むしろ最近ますますたかまってきて

いることを見逃すわけにはいかない。」
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に求めるべきである。そうであるにもかかわらず，擁護論は管理保全責任につ

いての報告に役立つとの観点から，歴史的原価評価を主張しているとの批判が

提起されているO たとえば， ローゼンフィールド((18)，p. 129)は，かかる

批判を次のように述べている O

「スチュワードシップ報告書としての財務諸表の機能が，歴史的原価に基づ

く会計を要求するとの考えは，再検討を要する O それはおそらくスチュワード

シップを管理保全(custodianshi p) と解釈することに基づいているO 歴史的原

価は現金またはそのサロゲイト(原価フロー〉についての管理保全に関するチ

ェックに役立つ。しかし，それは経営者に期待される目標の達成に関する報告

には必ずしも役立たなし、。その目的に役立つ基準を発見し採用すべきである。」

また， A・L・トーマス ((24)，p. 27)も，同主旨の批判を次のように述べ

ている。

「経営者のスチュワードシップ責任は，投資家により委託された金額にたい

する単なる管理保全責任 (custodialresponsibility)をはるかに超えている。経

営者はこれらの資産を利用しかっそれらを増加しなければならなし、。そし

て，保有利得は，財または用役の提供による収益と全く同じくらい企業生命に

比重を占める O スチュワードシップは，会社の総収益性における主要な要素を

無視することにより評価できない。」

また，アメリカ公認会計士協会の“財務諸表の目的に関するスタディ・グル

ープ"((3)， p. 25 (訳)29-30頁〉は「経営者の受託責任を報告することが，

財務諸表の主要な目的として長い間認められてきたO しかしながら，経営者責

任は，受託者責任だけから説明されるものよりも広範にわたっている。」と述

べ，さらに，経営者は歴史的原価と同様価値についても会計責任があることを

次のように述べている O

「会計責任は，保管を任された資産の保全を内容とする受託者責任の次元を

超えるものである。それは， これらの資産の運用と他の資産への転換とを含

み，また.それらを使用しないという意思決定をも含む。経営者は，資産につ
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いては，その原価ばかりでなく，その価値についての会計責任も負っている。

企業の経営者は，また，インフレとデフレの経済的影響力や技術的革新と社会

的変動に備えるためにとった諸行為に対しでも，会計責任を負っている。」

今日においても，管理保全責任としてのスチュワードシップ概念は，遺産管

理人や破産管財人による報告書の基礎として有効であると考えられる O しかし

ながら，今日の企業における経営者は，株主の資金の管財人というよりは利益

追求のための資金の運用者であると考えられる。したがって，そのスチュワー

ドシップ責任の意味内容は，“受託資本の管理保全責任"と解釈すべきでなく，

“利益追求としづ経営目標を達成するために資本を効率的に運用する責任"と

解釈すべきである O また，このようなスチュワードシップ責任についての解釈

に基づいて財務会計ないし財務諸表の機能を利益追求という目標をどの程度達

成したかを評価するに有用な情報を提供することに求める主張は，株主が経営

者にたいしてとりうる実際上の手段が，その持分の売買に限定されている現状

にも適合すると考えられる。それ故，スチュワードシップ責任を管理保全責任

と解釈することに基づいて歴史的原価主義を擁護する議論は，不適切であると

言わざるを得ない。

(6) ドナルド・ E ・ストーン ((22)pp. 334-335)は，かかる現状について「今日，

経営者のその(株主が経営者を交替させるであるう〉ような直接的コントロールは，

小規模の株式閉鎖会社を除いて，実際上存在しなし、0 ・…・・株主による重要な経済的意

思決定の範囲は，会社の普通株の持株を増やすか，減らすか，保持するかの決定に狭

められるにいたった。」と述べている。また，ジョージ・ 0・メイ((16)p. 78 (訳〉

91頁)もこの点について次のように述べている。 I早い時代には，経営者によって得

られた結果に不、満な株主たちは，たぶん，政策の変更をもたらすために有効な行動を

とりえたで、あろうしそれが失敗したときは経営者を変えることがで、きたで、あろう。

会社の大きさの拡大と，株式所有の現在の広般な分散とによって，このような試み

は，そのために必要で、あると思われる努力と費用とのゆえに，通常，実行できない。

投資者が利害関係をもっている会社の経営者に関する結論を，今日，実行に移すこと

のできる唯一の実際的方法は，彼の投資を保持するか，増加するか，あるいは処分す

るかであって，財務諸表は，主として，それらの方法のどれを彼が実行すべきかを決

める場合の手引を与えるかぎり，彼にとって価値があるのである。」
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V む す び

スチュワードシップ概念に基づいて歴史的原価主義を擁護しようとする議論

は，今日の企業における経営者のスチュワードシップ責任には，株主にたいす

るスチュワードシップ責任についての会計報告責任が伴うものであるとの考え

に基づいている。この擁護論によれば，歴史的原価は経営者が受託資本をどの

ように運用したかの顛末を明らかにするに役立つので，それに基づく財務諸表

によって経営者はスチュワードシップ責任(受託資本の管理保全責任〉につい

ての会計報告責任を適切に果たすことができると主張される。

経営者がスチュワードシップ責任について会計報告する責任を負うことは認

められる。別言すれば，財務諸表の機能をスチュワードシップ責任についての

報告に求めることは認められる O しかしながら，今日の企業における経営者の

スチュワードシップ責任は，受託資本を単に管理保全する責任というより，そ

れを利益追求のために効率的に運用する責任として解釈すべきであると考えら

れる。それ故，スチュワードシップ責任を受託資本の管理保全責任と解釈し

そのような意味でのスチュワードシップ責任の報告に役立つとの観点から，歴

史的原価主義を擁護する議論は否定せざるを得ない。
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